
第 ２ 号 様 式

法 令 適 用 事 前 確 認 手 続 回 答 書

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日

殿

国 土 交 通 省 自 動 車 局 旅 客 課 長

令 和 ２ 年 ３ 月 ９ 日 付 け を も っ て 照 会 の あ っ た 件 に つ い て 、 下 記 の と お り

回 答 し ま す 。

な お 、 本 回 答 は 、 照 会 に 係 る 法 令 の 条 項 を 所 管 す る 立 場 か ら 、 照 会 者 か

ら 提 示 さ れ た 事 実 の み を 前 提 に 、 照 会 対 象 法 令 の 条 項 と の 関 係 の み に つ い

て 、 現 時 点 に お け る 見 解 を 示 す も の で あ り 、 も と よ り 、 捜 査 機 関 の 判 断 や

罰 則 の 適 用 を 含 め た 司 法 判 断 を 拘 束 す る も の で は あ り ま せ ん 。

記

１ 回 答

照 会 の あ っ た 事 案 に つ い て 、 照 会 法 令 の 適 用 可 否 は 以 下 の と お り で あ る 。

本 事 案 に お け る Ｘ 社 の 行 為 に つ い て は 、 照 会 書 記 載 の 事 実 を 前 提 と す

る 限 り 、 道 路 運 送 法 第 ２ 条 第 ３ 項 「 他 人 の 需 要 に 応 じ 、 有 償 で 、 自 動 車

を 使 用 し て 旅 客 を 運 送 す る 」 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 に 該 当 せ ず 、 同 法 第 ４

条 第 １ 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 許 可 を 要 し な い 。

２ 照 会 事 例 に お け る 照 会 法 令 の 適 用 に 関 す る 見 解 及 び 根 拠

本 事 案 に お い て Ｘ 社 が 雇 用 す る 労 働 者 の 送 迎 は 、 道 路 運 送 法 第 ２ 条 第

第 ３ 項 に 規 定 す る 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 者 が 事 業 用 自 動 車 に よ り 行 う も の

で あ り 、 Ｘ 社 が 送 迎 を 行 う も の で は な い 。

し た が っ て 、 本 事 案 に お け る Ｘ 社 の 行 為 に つ い て は 、 道 路 運 送 法 第 ２

条 第 ３ 項 「 他 人 の 需 要 に 応 じ 、 有 償 で 、 自 動 車 を 使 用 し て 旅 客 を 運 送 す

る 」 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 に 該 当 せ ず 、 同 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 国 土 交 通 大 臣

の 許 可 を 要 し な い 。


